
川口委員長 、中村委員、中嶋委員

兒島事務局長、松田事務局次長、上野選挙係長、馬場西部出張所長

山田書記、岩﨑書記、足立書記

なし

令 和 5 年 第 12 回 委 員 会 会 議 録
1 開 催 年 月 日 令 和 5 年 9 月 1 日 ( 金 曜 日 )

2 開 閉 会 時 刻 午 前 10 時 00 分 開 会 午 前 10 時 20 分 閉 会

西 区 役 所 ３ 階 応 接 室

4 出 席 委 員

5 事 務 局 職 員

(1) 議 案

3 場 所

6 傍 聴 人

7 議 題

8 議 事 次 第

・議案第49号 選挙人名簿から抹消する者について

・議案第50号 選挙人名簿に登録する者について

・西区検察審査員及び裁判員候補者予定者名簿の調整について、事務局より説明を行った。

(1) 議 案 審 議

・議案第49号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第50号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

(2) そ の 他

・西区検察審査員及び裁判員候補者予定者名簿の調整について

(2) そ の 他

（質問）検察審査会は検察審査員のみで行うのか。

（回答）弁護士が補助員として参加している。また、検察審査員は半数を入れ替え任用する

（質問）検察審査員の欠格条件はあるのか。

（回答）選挙権があれば誰でも検察審査員になりうる。ただし、辞退事由に該当すれば

辞退は可能。

ことで、円滑に審査を進められるような仕組みとしている。


